
※1　令和4・5・6年度については実績値、令和7・8年度については予測値
※2　令和4・5・6年度 指定管理委託料及び令和4年度 前年度精算金を除き、税抜
※3　令和4年度は新型コロナウイルス感染症拡大の影響により生じた令和3年度のサービス対価の精算を行い、
        41,137千円(税込)を市に返還している。
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主な料金体系
（有料・無料等）

設置時期 平成 年度31

主な事業

令和 令和年度年度

施設の
設置目的

本市の文化芸術の振興及び文化芸術を通
じた市民相互の交流の促進を図り、もって
心豊かで活力ある地域社会の形成及び都
市の魅力の増進に寄与するため、本市に
文化芸術の創造及び発信の拠点として、文
化創造館を設置する。

２　管理運営状況等

令和

指定期間 平成31

6

株式会社 E.S CONSULTING GROUP

年度～

大ホール（1500席）、小ホール（300
席）、多目的室（281.73㎡）、創造支援
室A（2室合計77㎡）、創造支援室C（6
室合計258㎡）、創造支援室D（3室合
計338㎡）、創造支援室M（3室合計105
㎡）、和室（2室合計94㎡）、音楽スタジ
オ（3室合計80㎡）
文化芸術事業実施業務、貸館業務、
駐車場等管理運営業務、建物・設備・
舞台設備・外構・備品保守管理業務、
清掃業務、環境衛生管理業務、植栽
管理業務、警備業務

有料（東大阪市文化創造館条例及び東大阪市文化創造館条例施行規則）

公募

次年度（見込）

令和 8 年度

選定方法

年度 令和

指定管理者に関する第三者評価シート

１　施設の概要 （評価実施年度： 令和 7 年度）

指定管理者名

所管部課名

令和15

年度 ※1
実績

ＰＦＩ東大阪文化創造館株式会社

年度

人権文化部　文化室
文化のまち推進課

今年度（予算）

評価機関名

4

施設の名称 東大阪市文化創造館
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（税込）

-41,137
前年度清算金 ※3

（税込）
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140,281
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103,107

年度7

335 336

688,660
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Ｓ

流動比率・固定比率ともに良好で、短期・長期
の安全性は安定している。
自己資本比率は3％台と低水準であるが、SPC
の特性上問題はない。
収益面では黒字を維持しており、安定経営がで
きているといえる。

労働環境整備に向けた取り組みが適切に実施
されている。

労務管理状況
職員の労働環
境整備に向け
た適切な取組
みが実施されて
いるか？

効
率
性

安定的な経営が持続するよう
引き続き注視していただきた
い。

財務状況
財務健全性が
確保され、適正
な会計処理が
実施されている
か？

Ｓ

地域文化の発展拠点としてさ
らなる効果を発揮するために
有用な取組みがあれば、市と
の連携を強化するなど適宜必
要な取組みを検討していただ
きたい。

経費の低減等
の効果があった
か？

Ａ

開業時期とコロナ禍が重なり、施設管理や運営
で苦慮する部分も多かったものの、協議を重ね
る中で徐々に安定運営へと移行し、現在は概
ね平常運営が確立している。
市と指定管理者との間でリスク分担の範囲は明
確に整理されており、制度・手続上の課題は確
認されていない。

苦情への対応や、アンケート・
ご意見箱の回答に対しての
フィードバックなどが適切に実
施されているか、適宜指導とモ
ニタリングを行っていただきた
い。

第三者評価（評価できる点や要改善事項）

個別評価
S A B C

指定管理者に対する
主な意見

評価の観点

Ａ
公の施設に相
応しい適正な管
理運営が行わ
れたか？

施設担当課に対する
主な意見

施設の設置目
的が十分に達
成出来たか？

仕様書等の基準を超えて優良な場合は「Ｓ」
仕様書等の基準通り実施された場合は「Ａ」

仕様書等の基準を下回り、一部に不備が見られる場合は「Ｂ」
管理運営上不適切な部分があり、改善が必要な場合は「Ｃ」

３　第三者評価の総括

近年の物価高騰の影響によ
り、必要経費の水準にも変動
が生じることが予想されるた
め、コストへの配慮と市民サー
ビスの維持・拡充がともに果た
されるよう、報告書やモニタリ
ングを通じて確認し、施設の
最適な維持管理を目指してい
ただきたい。

適
正
性

有
効
性

LED照明の導入による光熱費の抑制や、維持
管理面で必要な部品等の事前調達など、計画
的な予防保全が実施されている。
代表企業のもとでSPC内のコーディネートが機
能しており、各構成企業の専門性が発揮されて
いる。

Ｓ

文化芸術の振興と市民の交流促進という設置
目的に沿って、鑑賞事業（年間約25回）、普及
事業・参加事業（市民ミュージカル、市民オペ
ラ）など、概ね年40回程度が実施されている。こ
れらの取組は、市民が文化芸術に親しむ機会
の拡大と、地域文化の発展に寄与していると高
く評価できる。
利用者アンケートを定期的に実施し、その結果
を2階情報コーナーに掲示するなど、利用者の
意見を反映しやすい環境が整えられている。

検討した範囲では適切に取り
組みが行われているものと認
められる。

代表企業のもとでSPC内のコーディネートが機能しており、各構成企業の専門
性が十分に発揮され効率的な施設運営が行われている。今後も今の取組みが
継続されることを期待したい。

今後期待される点や
その他特記事項

最終評価

Ｓ


